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くらしの情報

information

第
３
号
被
保
険
者
は
配
偶
者
の
転
職
や
退
職
等
に
よ
っ
て
も
届
け
出
が
必
要
で
す

国
民
年
金
の
任
意
加
入
に
つ
い
て

国

民

年

金

　
国
民
年
金
の
「
第
３
号
被
保
険
者
」（
厚
生

年
金
や
共
済
年
金
に
加
入
し
て
い
る
配
偶
者

に
扶
養
さ
れ
て
い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の

人
）は
、
本
人
が
就
職
し
た
と
き
だ
け
で
な

く
配
偶
者
が
転
職
・
退
職
し
た
と
き
な
ど
に

も
届
け
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

●
第
３
号
被
保
険
者
か
ら
第
１
号
被
保
険
者

へ
種
別
変
更
…
本
人
か
ら
市
役
所
・
町
村

役
場
へ
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　
日
本
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
人
は
、
国
籍
や
職
業
に
か
か
わ
ら
ず
、
必

ず
国
民
年
金
に
加
入
し
ま
す
。
な
お
、
次
の

人
は
申
し
出
に
よ
り
任
意
で
国
民
年
金
に
加

入
で
き
ま
す
。

①
60
歳
か
ら
65
歳
未
満
の
人
で
、
老
齢
基
礎

年
金
を
受
け
る
た
め
の
資
格
期
間
を
満
た

さ
な
い
人
や
、
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
を

受
け
ら
れ
な
い
人

②
昭
和
40
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人

で
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
の
資

格
期
間
を
満
た
さ
な
い
人（
70
歳
に
な
る

ま
で
の
間
で
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る

た
め
の
資
格
期
間
を
満
た
す
ま
で
加
入
で

き
ま
す
）

③
海
外
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以
上
65
歳
未
満

の
日
本
人

　
日
本
国
内
に
親
族
な
ど
が
住
ん
で
い
る
場

・
配
偶
者
が
退
職
、
死
亡
、
65
歳
に
な
っ
た

と
き

・
本
人
の
収
入
増
、
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
配

偶
者
の
扶
養
で
な
く
な
っ
た
と
き

●
第
３
号
被
保
険
者
の
種
別
確
認
…
転
職
後

の
勤
務
先
事
業
所
か
ら
年
金
事
務
所
へ
届

け
出
が
必
要
で
す
。

・
配
偶
者
が
転
職
し
た
と
き（
退
職
し
た
翌

日
に
再
就
職
し
た
と
き
）

合
は
、
そ
の
人
に
協
力
者
に
な
っ
て
も
ら

い
、
協
力
者
を
通
じ
て
最
後
に
在
住
し
て

い
た
市
役
所
・
町
村
役
場
の
窓
口
で
手
続

き
を
行
い
ま
す
。
日
本
国
内
に
協
力
者
が

い
な
い
場
合
は
、
次
の
窓
口
で
本
人
が
手

続
き
を
行
い
ま
す
。

　
１
．
こ
れ
か
ら
海
外
に
転
居
す
る
場
合
は
、

住
所
地
の
市
役
所
・
町
村
役
場

　
２
．
す
で
に
海
外
に
居
住
し
て
い
る
場
合

は
、
日
本
国
内
の
最
後
の
住
所
地
を

管
轄
す
る
年
金
事
務
所

　
３
．
本
人
が
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
た

こ
と
が
な
い
場
合
は
、
千
代
田
年
金

事
務
所

　
く
わ
し
く
は
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

・
渋
川
年
金
事
務
所　
代
表

　
☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６
１
４

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
職
業
訓

練
に
興
味
が
あ
る
方
を
対
象
に

毎
月
職
業
訓
練
説
明
会
を
開
催

し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
支
給
要
件
を
満
た
せ

ば
、
月
10
万
円
の
生
活
支
援
の

給
付
金
を
受
け
な
が
ら
無
料
の

職
業
訓
練
が
受
講
で
き
ま
す
。

気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　
ラ
イ
ン
で
職
業
訓
練
の
ほ
か
、

面
接
会
や
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
の
情

報
も
配
信
中
で
す
。
ぜ
ひ
お
友

達
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
説
明
会
日
程

　
・
10
月
13
日（
木
）

　
・
11
月
10
日（
木
）

　
・
12
月
８
日（
木
）

●
時
間

　
午
後
１
時
30
分
〜
２
時
30
分

●
場
所

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
中
之
条

　
２
階
会
議
室

●
問
い
合
わ
せ

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
中
之
条（
☎

０
２
７
９
・
７
５
・
２
２
２
７
）

職
業
訓
練（
ハ
ロ
ト
レ
）

説
明
会

ID「@jwy1392w」

　

群
馬
県
で
は
、
不
正
軽
油
の
情
報
窓

口
と
し
て
不
正
軽
油
１
１
０
番
を
設
け

て
い
ま
す
。

　

軽
油
に
灯
油
や
重
油
を
混
ぜ
た
り
、

灯
油
や
重
油
を
そ
の
ま
ま
自
動
車
の
燃

料
と
し
て
使
用
す
る
と
地
方
税
法
違
反

と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
、
不
正
軽
油
を
製
造
・
販
売
・
使
用
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
情
報
が
あ
り
ま
し

た
ら
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ・連
絡
先

　

 

不
正
軽
油
１
１
０
番

　

☎
０
２
７
・
２
３
１
・
２
８
０
１

　

群
馬
県
前
橋
行
政
県
税
事
務
所　

県

税
課
軽
油
広
域
調
査
係

不
正
軽
油
の
情
報
を

お
寄
せ
く
だ
さ
い

群馬県最低賃金が改正されました
みんなチェック！最低賃金。

　詳しくは、群馬労働局労働基準部賃金室
（☎027－896－4737）又は群馬県内の労
働基準監督署へお問い合わせください。

群馬県最低賃金
時間額　895円

令和４年10月８日より改正
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●お買い求めは宝くじ公式サイトで！
　宝くじ公式サイトURL
　https://www.takarakuji-official.jp/
● 宝くじの収益金は、私たちの街の公共
事業等に役立てられています。

● 賞金条件等については宝くじ公式サイ
トをご覧ください。

● 通年販売
● １枚100円～300円

宝くじ公式サイト限定宝くじ
「クイックワン」発売中！

　「お仕事探し」でお困りのことはありませんか？
　ハローワーク中之条は吾妻郡６町村を管轄とし、
あなたの就職を全力でサポートします！
　また、障害をお持ちの方の就職支援もお任せく
ださい。専用求人、チーム支援、トライアル雇用
や助成金制度など、特性にあった就職先探しをサ
ポートします！
　来所が難しい方は、ハローワークインターネッ
トサービスで、オンラインにより求職登録、求人
検索等も可能です。

　お気軽にご利用ください。
●お問い合わせ先
　ハローワーク中之条
　☎0279－75－2227
　住所： 吾妻郡中之条町西中之条207（バイテック

文化ホール隣）
　ハローワークインターネットサービス
　【URL】 https://www.hellowork.

mhlw.go.jp/

ハローワーク中之条からのお知らせ
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税務署からのお知らせ

　確定申告には、ご自宅等でご利用いただけるスマホ申告が大変便利です。
　給与や年金の確定申告をされる方は、国税庁のホームページのスマートフォン専用画面から、案内に従って入
力・送信することで簡単に申告ができます。
便利な機能はこちら！
●スマホのカメラで源泉徴収票を自動入力　
　スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影すれば、金額や支払者情報などが自動で入力されます！
●青色申告決算書・収支内訳書も作成可能に
　（※令和５年１月から対応予定）
●マイナポータル連携で確定申告書に自動入力！
　証明書等のデータを一括取得し、自動入力できます（事前設定が必要です）。
　生命保険料、地震保険料、ふるさと納税、株式の特定口座、住宅ローン控除関係
　（※令和５年１月以降の新たな自動入力対象は）
　　・医療費（１年間分の情報が取得可能に）
　　・公的年金等の源泉徴収票
　　・国民年金保険料

【令和４年分確定申告は、とっても便利なスマホからがおすすめです！】

　令和４年中に土地や建物をお売りになった（公共事業の買い取り「例：上信道にかかる土地等の収用」を含む）
方などにつきまして、申告のための相談が必要な方は確定申告の準備ための相談を希望される方は、確定申告の
期間前にご相談お受けしております。
　なお、相談は事前予約制となっておりますので、電話でお問い合わせください。

【令和４年中に土地・建物を売却・交換など譲渡（公共事業の買い取りを含む）された方へ】

　令和４年中に贈与を受け、確定申告の準備のための相談が必要な方につきましても、同様に相談をお受けして
おりますので、電話でお問い合わせください。
●相談予定日　毎月第１・第３水曜日
●相　談　時　間　午前９時から午後４時
●予約及びお問い合わせ先　☎027－224－4437（前橋税務署資産課税部門）
　相談にはお時間がかかる場合があります。感染症予防のためにも、混雑する時期を避けてご相談ください。

【令和４年中に贈与を受けた方へ】

　確定申告書等作成コーナーを利用した入力方法などの動画をご
案内しています。
　確定申告会場は混雑が予想されます。感染症予防のためにもご
自宅での申告をご検討ください。

【確定申告書の作成方法は動画でチェック!!】

確定申告　動画 検索

《お問い合わせ先》中之条税務署　☎0279−75−3355（代表）
　　　　　　　　 ※音声案内が流れましたら、「２」を選択してください。

○星図の説明
　15日午後９時の星空です。
　月初めの午後10時頃、月
末の午後８時頃にも同じ星
空になります（「月」を除く）。

※10日：満月です。
※21日：�たかやま星空観望会

10月の星空



令和４年10月１日19

こちら地域おこし協力隊

　先々月からお伝えしていた高山村
100人カイギですが、諸事情により
中止させていただくことになりまし
た。楽しみにしてくれていた皆さま、
大変申し訳ありません。今後、さと
のわを使い、さまざまな人が交流で
きる別のイベントに切り替えさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

�山�大�樹

大�澤�雅�美　みなさんこんにちは。高山村地域おこし協力隊の大澤雅美です。
　最近の活動は、「さとのわ」オープンに向けて、お手伝いさせて
いただいていました。オープンまでに準備することが多岐にわた
り大変でしたが、形になっていくのがとても楽しく、また無事オ
ープンを迎えることができてよかったです。
　これから「さとのわ」が、みんなのあそび・交流・くつろげる
場に育っていったらいいなと思います。

https://note.com/midorinodaiki/m/m910830b63979　
西山大樹�ノート �で検索！下のQRコードからもご覧になれます。

　こんにちは。高山村地域おこし協力隊の　山大樹です。
　最近は、おもに「さとのわ」施設内の創作物などを作ったりし
ながらオープンに向けて準備をしてきました。
　９月17日にオープンした「さとのわ」。みんなが気軽に集まって
「楽しいなぁ」と思える施設にするため、小さなイベントを企画し
ていきます。
　また、高山村に関わる皆さんにインタビューしながら
仕事や趣味の話を聞かせていただき【note】で発信しています。

地域おこし
協力隊


